
 【対象個所】  

入学年度 ・・・ ２００９年度以前入学生 
企業実習「インターンシップ」について 

     ②～⑧の部分が下の②～⑦のように変更されました。 
 

 

10 年度からの 

新しい履修方法 

 

①この科目は 3 年生のみ履修できます。（再履修は認めません） 

②一般企業、非営利企業にて、実務および実習体験をします。 

③実習期間は 7 月～9 月の約２週間です。 

④単位として認定されるのはキャリアセンターを通じ、実習を行ったものに限ります。

その成果を「参加報告書」にまとめ、キャリアセンターに提出します。 

⑤企業とのマッチング作業はキャリアセンターで行います。したがって、キャリアセンタ

ー主催の「インターンシップガイダンス」に必ず参加し、一連の説明を受けて下さい。 

⑥修得した単位は「企業実習」として 2 単位認定されます。 

⑦履修登録は不要です。年間の履修制限単位には含まれません。 

 

 


